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じゅうろく教育資金専用口座 
〔口座開設・預入期間終了〕 

       （2023年 4月 1日現在適用中） 

１．商品名 じゅうろく教育資金専用口座 

２．対象となる方 祖父母さま等（直系尊属）から教育資金に充てるために書面により金銭の

贈与を受けた３０歳未満の個人のお客さま 

３．対象となる預金 普通預金 

※教育資金管理契約を締結するため、別途「教育資金管理契約に係る専用

口座取扱依頼書 兼 特約書」を提出していただきます。 

４．口座開設期間 

  ・方法 

口座の新規開設はできません。 

５．預入方法  本口座への追加預入はできません。 

６．払戻期間・方法 下記「９．契約の終了」に該当する日の前営業日までに、当行の窓口で随

時払戻しいただけます。 

 ※ＡＴＭおよび口座振替による払戻しはお取扱いいたしません。 

７．利息 

（１）適用利率 

 

（２）利払頻度 

 

（３）計算方法 

 

（４）課税 

 

 

（５）利率情報の 

   入手方法 

 

・普通預金の毎日の店頭表示の利率を適用します。市場の金利水準により随

時変更する変動金利です。 

・利息決算日は、毎年２月と８月の第３土曜日の翌営業日の前日とし、決算

日までの利息は、決算日の翌営業日にお支払いします。 

・毎日の最終残高１，０００円以上について付利単位を１００円とした１年

を３６５日とする日割計算（円未満切捨て）により算出します。 

・２０．３１５％の分離課税※ 

※2013年 1月 1日以降、復興特別所得税が課され、20.315％（国税 15.315％、

地方税 5％）の源泉分離課税が適用されています。 

・当行ホームページ「金利一覧」にてご確認いただくか、窓口までお問い合

わせください。 

８．手数料 無料です。 

※お振込みをされる場合は、別途振込手数料（当行の場合は最大８８０円

（税込））が必要となります。 

９．契約の終了  下記のいずれか早い日に教育資金管理契約は終了いたします（本預金はた

だちにご解約いただきます）。 

  ①預金者が３０歳に到達した日 

  ②預金者が亡くなられた日 

  ③本預金の残高が零となり、預金者と当行が教育資金管理契約を解約す

ることで合意した場合 

10．付加できる特約 

  事項 

・マル優（少額貯蓄非課税制度）がご利用いただけます。 

11．中途解約時の 

取扱い 

― 

12．教育資金 

  非課税申告書等 

  の提出 

 贈与税の非課税の適用を受けるためには、新規、追加、住所・氏名等の異

動時に法令で定められている書類を添付のうえ、教育資金非課税申告書等

を、当行を経由し、所轄税務書に提出する必要があります。 
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13．その他参考と 

なる事項 

・この預金は、譲渡および担保に供することはできません。 

・この預金に、キャッシュカードサービスを付加することはできません。 

・この預金は、総合口座としてご利用いただくことはできません。 

・この預金は、預金者一名につき１つの金融機関の１つの営業所等に限り契

約できます。 

・契約終了時（前記９．①、③の場合）に、教育資金として使われなかった

口座残高（前記７．による利息金額を除く。また、目的外支払いや提出期

限内に領収書等の提出がないなどの一定の場合には、当該金額と口座残高

の合計額）は、契約終了日の属する年に贈与があったものとして、その残

額に対して、預金者に贈与税が課税されます。なお、預金者が亡くなられ

たことにより契約が終了した場合（前記９．②の場合）には、口座残高は

預金者の相続人に相続され、相続税の課税対象となりますので、贈与税は

課税されません。 

・預金保険制度の対象預金であり、１金融機関につき預金者一人あたり、決

済用預金以外の対象預金を合算して、元本１，０００万円までとその利息

等が保護されます。 

・この預金の払戻しが非課税要件を充足するかのご判断は預金者が管理し、

お取扱いください。 

14．当行が契約してい

る指定紛争解決

機関 

一般社団法人全国銀行協会 

連絡先  全国銀行協会相談室 

電話番号 ０５７０－０１７１０９ または ０３－５２５２－３７７２ 

 


